
（社会福祉協議会） 

 

 

社会福祉協議会ではひとり親家庭のふれあいを目的とし、親子の思い出 

づくりにご利用していただくため、関市にある『シネックス マーゴ』で利用できる 

映画券の配付を行います。 

下記の対象家族の内、配付を希望される方は社会福祉協議会の事務所までお越しください。 

 

○対象家族   八百津町内に住所を有するひとり親家庭の親子（子が幼児、小・中学生、高校生） 

○配付期間   １２月１日（金）～令和６年１月３１日（水） ※土日祝日の配付は行いません 

○配付場所   社会福祉協議会事務所（福祉センターゆうゆう １階） 

             午前８時３０分～午後５時１５分まで ※左記時間に来所できない方はご相談ください 

○利用場所   シネックス マーゴ（岐阜県関市倉知５１６） 

○そ の 他   ・配付枚数は１人１枚です。（保護者１人 子供複数人可） 

・受け渡しは保護者の方に行います。 

申請書の記入が必要ですので、本人確認ができるものを持参してください。 

・映画券の有効期限は配付日から３ヶ月です。 

 

 

弁護士による無料法律相談の開催 
  

相続・離婚・交通事故・債務整理に関することなど、暮らしの中の法律に関する悩みや問題について弁護士

が相談に応じる『無料法律相談所』を下記のとおり実施します。相談の秘密は固く守られます。相談を希望さ

れる方は、お電話にて予約をお願いします。 

 

相談例：相続について今のうちに相談しておきたい/土地の境界について揉めている/ 

             借金問題について相談したい/遺言作成について詳しく聞きたい など 

     

○と き   １２月１９日（火） 午後１時～３時３０分 

○と こ ろ   福祉センターゆうゆう ボランティア活動室 

○対象者   八百津町住民(５名程度) 

○弁護士   伊藤知恵子 弁護士 

○申込期限   １２月５日（火） ※５名に満たない場合は、当日まで受け付けます。 

○その他   申込者が５名を超えた場合は、抽選とさせていただきます。 

詳細は、社会福祉協議会までお問い合わせください。 
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（社会福祉協議会） 

 

チャリティーバザーの報告と御礼  

 

先日の産業文化祭におきましてチャリティーバザーを実施いたしましたところ、みなさまから善意の品々をた

くさんお寄せいただき、誠にありがとうございました。 

 収益金は、寝たきりの方やひとり暮らしのご高齢者へのお見舞い、非常食の炊き出し訓練など、すべて社会

福祉活動に使わせていただきます。ここに報告をいたしまして、御礼にかえさせていただきます。 

 

 

収益金 123,425 円 

 

 

<お問い合わせ> 

社会福祉協議会  
(八百津町赤十字奉仕団事務局)  

☎4３-4462 


